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　平成２６年度八重瀬町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０，８１６，１４６千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）
第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利
率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

（一時借入金）
第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２，５００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）
第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場
合は、次のとおりと定める。

（１）　各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合
　における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成２６年３月４日 提出

　　　八重瀬町長 　比 屋 根 方 次

　平成２６年度八重瀬町一般会計予算



 













臨 時 財 政 対 策 債

345,000

公 園 緑 地 事 業

114,000

合　　　　　　　　　計

第　 ２　 表　　　　地　 　方　 　債

起　　債　　の　　目　　的 限  度  額 起 債 の 方 法 利　率 償　還　の　方　法

33,100

ま ち づ く り 振 興 基 金 積 立 事 業

（ 合 併 特 例 債 ）

631,800

（ただし、利率見直

し方式で借り入れる

政府資金及び地方公

共団体金融機構等に

ついて、利率見直し

を行った後において

は当該見直し後の利

率）

統合庁舎建設事業（合併特例債）

千円

証書借入又は証券発行

年３％以内

1,123,900

借入日以降３０年以内の元利均等

又は元金均等償還若しくは融資条

件により変更もできる。

但し、町財政の都合により償還期

―6―

る。

間を短縮し、若しくは繰上償還又は

低利に借り換えることができる。

なお、起債の全部又は一部を翌年

度へ繰越して借り入れることができ
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歳　　　　出



 



























































































































































































































































地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調べ（普通会計ベース）

（単位：千円）

当該年度中増減見込額

起債見込額 元金償還見込額

15,148,901 15,589,263 1,221,000 1,148,381 15,661,882

4,907,291 5,564,179 1,090,800 329,028 6,325,951

72,091 59,508 0 12,399 47,109

242,381 199,168 0 39,859 159,309

7,822,559 7,298,550 130,200 658,449 6,770,301

6,209 2,125 0 2,125 0

2,098,370 2,465,733 0 106,521 2,359,212

5,588 4,191 0 1,420 2,771

（1）土    木    債 5,588 4,191 0 1,420 2,771

（2）農    林    債 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

15,154,489 15,593,454 1,221,000 1,149,801 15,664,653

（1）総　  務　  債

（2）民　  生　  債

（3）農 林 水 産 債

３　そ    の    他

合　　　　　計

（4）土    木    債

（5）公  営  住  宅

（6）教    育    債

２　災 害 復 旧 債

区          分 前々年度末現在高 前年度末現在高見込額
当該年度末

現在高見込額

１　普    通    債

資－１



資－2

単位：千円

期間 金額 期間 金額 国県支出金 町債 その他

八重瀬町震災被害農家経営支援資
金利子補給金等補助金

628 H24～H25 376 H26～H28 252 126 0 0 126

八重瀬町農業災害対策特別資金利
子補給金等補助金

639 H24～H25 285 H26～H28 354 177 0 0 177

八重瀬町農業振興地域整備計画策
定業務

8,244 H25 3,255 H26 1,734 0 0 0 1,734

電算システム機器使用料 24,570 H25 2,794 H26～H30 21,776 0 0 0 21,776

八重瀬町子ども・子育て支援事業計
画策定業務

1,761 　 　 H26 1,761 0 0 0 1,761

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事　　　　　　項 限度額

前年度末までの
支出（見込み)額

当該年度以降
の支出予定額

左の財源内訳

特定財源
一般財源



給与明細書

１　特別職
単位：千円

報酬 給料 期末手当
退職手当
負担金

調整手当 計

　長等 2          -             16,572      4,482       4,972       -             26,026      3,950       29,976      

　議員 16        43,770      -             12,438      -             -             56,208      21,541      77,749      

　その他特別職 1          -             7,092       1,918       2,128       -             11,138      2,008       13,146      教育長含む

合計 19        43,770      23,664      18,838      7,100       -             93,372      27,499      120,871    

　長等 2          -             15,732      4,255       4,720       -             24,707      4,389       29,096      

　議員 15        38,544      -             10,953      -             -             49,497      19,871      69,368      

　その他特別職 1          -             6,756       1,827       2,027       -             10,610      1,887       12,497      教育長含む

合計 18        38,544      22,488      17,035      6,747       -             84,814      26,147      110,961    

　長等 -          -             840          227          252          -             1,319       △439      880          

　議員 1          5,226       -             1,485       -             -             6,711       1,670       8,381       

　その他特別職 -          -             336          91           101          -             528          121          649          

合計 1          5,226       1,176       1,803       353          -             8,558       1,352       9,910       

備考 １　長等とは町長、副町長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

２　この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

３　給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

比較

給与費

共済費 合計 備考

前年度
（Ｈ25）

区分 職員数

本年度
（Ｈ26）

給-1



給-2

２　一般職

　（１）総括
単位：千円

報酬 給料 職員手当 計

本年度
（Ｈ26）

175        -               668,158     607,605     1,275,763   229,530     1,505,293   出向4人除く

前年度
（Ｈ25）

177        -               676,561     647,048     1,323,609   229,296     1,552,905   〃

比較 △2        -               △8,403     △39,443    △47,846    234           △47,612    

単位：千円

区分 扶養手当 住居手当
時間外勤務

手当
特殊勤務

手当
通勤手当 管理職手当 期末手当

退職手当
負担金

その他 備考

本年度
（Ｈ26）

23,803       15,344       10,753       -               5,876         9,401         237,494     287,817     17,117       
児童手当  　　 16,430
教職員特別      84
選挙時間外     603

本年度
（Ｈ25）

22,964       16,015       12,208       -               5,794         5,068         240,945     327,880     16,174       
児童手当  　　 15,480
教職員特別      84
選挙時間外     610

比較 839           △671        △1,455     -               82             4,333         △3,451     △40,063    943           

備考 １　この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む）で予算の積算の基礎と

　なったものについて記載すること。

備考

職員手当
の内訳

給　与　費
共済費 合計区分 職員数



　（２）給料及び職員手当の増減額の明細
単位：千円

事由 金額

給与改定に伴う増減分 -

普通昇給に伴う増減分 2,979           定期昇給

その他の増減分 △11,382      人事等 ・退職8名　出向4名　採用5名

昇給期間短縮に伴う増減分 -                

制度改正に伴う増減 4,333           ・管理職手当

その他の増減 △43,776      人事等 ・退職8名　出向4名　採用5名

予算組替え -

備考 １　昇給期間短縮とは、給与に関する条例において昇給の基準として規定する一般的な昇給期間の経過前に

　給料月額を引き上げることになるすべての措置をいう。

２　増減額欄の金額は、「（１）総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

３　説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分

　について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

職員手当 △39,443  

備　　考

給料 △ 8,403

増　減　事　由　別　内　訳
区分 増減額 説　　明

給-3



給-4

（３）給料及び職員手当の状況

　ア　職員1人当たり給与
単位：円

一般行政職 税務職 教育職
薬剤師・

医療技術職
技能労務職

　平均給料月額 (円) 309,270              273,808              320,461              319,727              280,722              

　平均給与月額 (円) 336,103              307,562              334,567              329,040              310,062              

　平均年齢　     (歳) 43.7                   39.7                   46.5                   44.8 53.0                   

　平均給料月額 (円) 335,681              276,715              363,935              348,300              309,427              

　平均給与月額 (円) 359,841              302,556              379,242              357,442              330,227              

　平均年齢　     (歳) 44.7                   38.3                   49.4                   45.4 53.0                   

　イ　初任給
（平成25年3月1日現在）

行政職（一） 行政職（二）

高　校　卒 140,100                    137,200              140,100              137,200              

大　学　卒 172,200                    -                       172,200              -                       

国の制度　(円)
技能労務職(円)

区　　　　　分

平成26年3月1日現在

平成25年3月1日現在

区　　　分 一般行政職(円)



ウ　級　別　職　員　数

級 職員数 ： 人 構成比 ： ％ 級 職員数 ： 人 構成比 ： ％ 級 職員数 ： 人 構成比 ： ％ 級 職員数 ： 人 構成比 ： ％

1 14 10.2 1 2 13.3 1 2 15.4 1 0 0.0

2 10 7.3 2 4 26.7 2 2 15.4 2 1 12.5

平成26年3月1日 3 39 28.5 3 5 33.3 3 1 7.7 3 3 37.5

現在 4 38 27.7 4 0 0.0 4 4 30.8 4 2 25.0

5 16 11.7 5 2 13.3 5 4 30.8 5 2 25.0

6 20 14.6 6 2 13.3 6 0 0.0 6 0 0.0

0.0

0.0

計 137 100.0 計 15 100.0 計 13 100.0 計 8 100.0

1 15 10.5 1 3 18.8 1 0 0.0 1 0 0.0

2 9 6.3 2 5 31.3 2 2 14.3 2 1 12.5

平成25年3月1日 3 36 25.2 3 4 25.0 3 2 14.3 3 3 37.5

現在 4 41 28.7 4 0 0.0 4 6 42.9 4 2 25.0

5 23 16.1 5 2 12.5 5 4 28.6 5 2 25.0

6 19 13.3 6 2 12.5 6 0 0.0 6 0 0.0

0.0

0.0

計 143 100.0 計 16 100.0 計 14 100.0 計 8 100.0

（級別の標準的な職務内容）

1級 2級 4級 6級 8級

主事等 主事等 係長・主査等 課長・参事 廃止

一般行政職 税務職 教育職

一般行政職 主査等 補佐・教頭 廃止

薬剤師医療技術職

区分 3級 5級 7級

区分

給-5



給-6

エ　昇給

行政職 現業職

　職　 　　員　　　 数（Ａ）（人） 175               170               5                  派遣指導主事　１

0 0 0

２号級 （人） 0

４号級 （人） 0

６号級 （人） 0

８号級 （人） 0

１０号級 （人） 0

0.0%

　職　 　　員　　　 数（Ａ）（人） 177               172               5                  派遣指導主事　１

0 0 0

２号級 （人） 0

４号級 （人） 0

６号級 （人） 0

８号級 （人） 0

１０号級 （人） 0

0.0%

0

本
　
年
　
度

　昇給に係る職員数（Ｂ）（人）

　比　  　率 　（Ｂ）／（Ａ）（％）

区　　　　分 合　計 備考
代表的な職種

号級数別内訳

号級数別内訳

前
　
年
　
度

　比　  　率 　（Ｂ）／（Ａ）（％）

　特別昇給に係る職員数 　（人）

　昇給に係る職員数（Ｂ）（人）



６月（月分） １２月（月分）

1.90 2.05 3.95 有

1.90 2.05 3.95 有

1.90 2.05 3.95 有

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分
２０年勤続の
者　（月分）○

２５年勤続の
者　（月分）○

３５年勤続の
者　（月分）○

最高限度
（月分）

その他の加算措置等 退職時特別昇給 備考

廃止

52.44
　定年前早期退職特別措置

（２～２０％加算）
廃止27.025

国の制度
（支給率等）

36.57 52.44

オ　期末手当・勤勉手当

55.86
　定年前早期退職特別措置

（２～２０％加算）
支給率等 28.7875 38.955 55.86

備　　考

国の制度

前年度

本年度

区　　分
支 給 期 別 支 給 率 支給率計

（月分）
職制上の段階、職務の
等級による加算措置○

給-7



給-8

　キ　　そ の 他 の 手 当

　備考　　１　「ア　職員１人当たり給与」、「イ　初任給」、「ウ　級別職員数」、「エ　昇給期間短縮」
　　　　　　の職区分は、給料表の区分によることとし、複数の職種について同一の給料表を適用している場合にあって、原則として
　　　　　　それぞれの職種の区分によること。

　　　　　２　「ア　職員一人当たり給与」、「ウ　級別職員数」、予算調整時及びその1年前の数値により作成すること。

　　　　　３　「ア　職員一人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当を除いて算定すること。

　　　　　４　「イ　初任給」の国の制度の職種の区分は、原則として、当該会計において職員に適用される給料表に対応する俸給表が
　　　　　　適用される国家公務員の職種の区分によること。

　　　　　５　「ウ　級別職員数」の「（級別の標準的な職務内容）」は、原則として当該会計における最も代表的な職種の職員に適
　　　　　　用される給料表に係る職種について作成すること。

　　　　　６　「オ　期末手当・勤勉手当」は、管理又は監督の地位にある職員以外の職員について作成するものとし、支給期別支給率
　　　　　　欄及支給率計欄には当該職員の標準的な支給率を、備考欄には、算定基礎に含まれる手当の種類について国の制度との異同
　　　　　　等をそれぞれ記載すること。

差  異  の  内  容

扶  養  手  当 同

区     分 国の制度との差異

通  勤  手  当 異

住  居  手  当 同

使用距離区分が異なる



 


